
最高裁秘書第2725号

令和元年5月31日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今 ｜崎 幸

匠差ら

司法行政文書開示通知書

令和元年5月10日付け（同月13日受付，最高裁秘書第2574号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成7年3月31日付け最高裁経主第38号経理局長，刑事局長通達「再審に

よる無罪判決及び刑事補償法による補償決定の各公示について」 （片面で3枚）

2 開示の実施方法
一

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



再審による無罪判決及び刑事補償法による補償決定の各公示について

平成7年3月31日経主第38号高等裁判所事務

蕊達地方，家庭裁判所長あて経理局長，刑事局

標記の公示について下記のように定めましたので，これによって‘ください｡、
記

1公示の経費
再審による無罪判決及び刑事補償法（昭和25年法律第1号）による補償決定の各公示
は，いずれも司法行政機関としての裁判所の行為と解され，必要の都度各庁からの上申に
より所要額を示達するので，必ず示達をまって処理する。
2公示の文書

(1) 再審による無罪判決の場合
ア全文を掲載することが有罪判決を受けた者の名誉を回復ずるため不可欠とは認められ
ない場合には，判決全文の掲載に代え，その要旨を掲載することができる。
イアの定めにより要旨を掲載する場合には，公示する文書は，別紙第一の書式を参考に
して作成する。

(2) 刑事補償法による補償決定の場合
公示する文書は，別紙第二の書式を参考にして作成する。

付記

1 この通達は，平成7年4月1日から実施する。
2次に掲げる通達は，平成7年3月31日限り》廃止する。
(1) 昭和41年11月7日付け最高裁経主第131号刑事局長，経理局長通達「再審に
よる無罪判決の公示について」
(2) 昭和39年3月27日付け最高裁経主第27号経理局長，刑事局長通達「補償決定
の公示について」
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